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埼玉県地域支援事業交付金交付要綱 

 

（通則） 
１ 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 123 条第 3 項及び第 4

項に基づく交付金については、予算の範囲内において交付するものとし、法、介護保険

法施行令（平成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。）、介護保険法施行規則（平

成 11 年厚生省令第 36 号）、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令（平成 10 年

政令第 413 号）、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号。

以下「規則」という。）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的及び趣旨） 
２ この交付金は、市町村（一部事務組合及び広域連合等を含む。以下同じ。）が、地域

支援事業を行うことにより、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防

し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による

日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者等への支援体制の構

築等を一体的に推進する。 

 

（交付の対象） 
３ この交付金は、それぞれアからウまでに掲げる事業を交付の対象とする。 

ア 法第 115 条の 45 第１項第１号及び同項第２号に基づき、平成 18 年６月９日老発第

0609001 号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域支援事業実施要綱」（以下「実施要

綱」という。）別記１により市町村が行う事業（以下「介護予防・日常生活支援総合

事業」という。） 

イ 法第 115 条の 45 第２項各号及び法第 115 条の 48 に基づき、実施要綱別記２及び３

により市町村が行う事業（以下「包括的支援事業」といい、このうち法第 115 条の

45 第２項第１号から第３号までを「包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）」

とし、同項第４号から第６号及び法第 115 条の 48 に掲げる事業を「包括的支援事業

（社会保障充実分）」という。） 

ウ 法第 115 条の 45 第３項に基づき、実施要綱別記４により市町村が行う事業（以下

「任意事業」という。） 

 

 



（交付額の算定方法） 
４ この交付金の交付額は、次により算出するものとする。 

ア 次の表の第１欄に定める区分（当該区分が「包括的支援事業（地域包括支援セン

ターの運営）及び任意事業」である場合を除く。）ごとに、第２欄に定める基準額と

第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付

金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額から、重層的支援体制整備

事業に要する費用相当額（社会福祉法施行令（昭和 33 年政令第 185 号）第 26条第 1

項及び第３項各号の規定により算定した額をいう。以下 16 において同じ。）を控除

した額を選定する。 

イ 次の表の第１欄に定める区分が、「包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

及び任意事業」である場合については、次の(ア)、(イ)又は(ウ)を比較して最も少

ない額から、重層的支援体制整備事業に要する費用相当額（社会福祉法施行令第 26 

条第３項の規定により算定した額をいう。）を控除した額を選定する。 

(ア) 第２欄に定める基準額 

(イ) 第３欄に定める対象経費（法第 115 条の 47 第４項に基づく委託（以下「総

合相談支援事業の一部委託」という。）にかかる経費を除く。）の実支出額（指

定介護予防支援及び第一号介護予防支援（以下「指定介護予防支援等」という。）

の業務にかかる実支出額を含む。）から指定介護予防支援等にかかる収入額を

控除した額（当該額が０円を下回る場合は０円とする。）に総合相談支援事業

の一部委託にかかる実支出額を加えた額 

(ウ) 総事業費（指定介護予防支援等の業務にかかる経費を含み、総合相談支援事

業の一部委託にかかる経費を除く。）から指定介護予防支援等にかかる収入額

を控除した額（当該額が０円を下回る場合は０円とする。）に総合相談支援事

業の一部委託にかかる経費を加えた額から寄付金その他の収入額を控除した額 

ウ ア及びイにより選定された額に、第４欄に定める交付率を乗じて得た合計額を交付

額とする。ただし、交付率を乗じた額に１円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

１ 区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 交付率 

介護予防・日常

生活支援総合

事業 

 

一 次号に掲げる市町村以

外の市町村 

次のイ又はロに掲げる

額のうちいずれか高い額 

イ 当該市町村における

（１）に掲げる額から（

２）に掲げる額を控除し

て得た額 

介護予防・日常生活支援

総合事業に必要な報酬、給

料、職員手当等、共済費、

賃金、報償費、旅費、需用

費、役務費、委託料、使用

料及び賃借料（介護予防の

ための器具等をレンタル又

はリースする場合は、購入

１２．５ 

／１００ 

 



（１）平成26年度予防給付

費額（介護予防訪問介護

、介護予防通所介護、介

護予防支援に係るもの

に限る。）及び平成26年

度介護予防等事業費額

の合算額に、平成27年度

から令和７年度までの

各年度における75歳以

上被保険者数変動率を

乗じて得た額 

（２）令和７年度の介護予

防支援給付費額 

ロ 当該市町村における

（１）に掲げる額から（

２）に掲げる額を控除し

て得た額 

（１）平成26年度の予防給

付費額及び平成26年度

介護予防等事業費額の

合算額に、平成27年度か

ら令和７年度までの各

年度における75歳以上

被保険者数変動率を乗

じて得た額 

（２）令和７年度の予防給

付費額 

二 平成27年度から平成29

年度までのいずれかの年

度において介護保険法施

行令第37条の13第８項第

８号に規定される特定事

情市町村と認められた市

町村 

前号に定める額と、次の

イ又はロに掲げる額のう

する場合の単価が10万円以

下のものに限る。）、備品

購入費（介護予防のための

器具等を購入する場合は、

単価10万円以下のものに限

る。）、負担金、補助金 

なお、給料、職員手当等

及び共済費については、サ

ービス・活動事業のうち、

訪問型サービス・活動Ｃ及

び通所型サービス・活動Ｃ

に従事する保健師に係る経

費を除く。 



ちいずれか高い額 

イ 平成29年度の介護予

防・日常生活支援総合

事業費額及び介護保険

法施行令第37条の13第

8項6号に規定される経

過的特定予防給付費額

の合算額に平成30年度

から令和７年度までの

各年度における75歳以

上被保険者数変動率を

乗じて得た額から前号

イ（２）に掲げる額を

控除して得た額 

ロ 平成29年度の介護

予防・日常生活支援総

合事業費額及び予防

給付費額の合算額に

平成30年度から令和

７年度までの各年度

における75歳以上被

保険者数変動率を乗

じて得た額から前号

ロ（２）に掲げる額を

控除して得た額 

※１ 75歳以上被保険者数

変動率とは、介護保険法

施行規則第140条の62の1

0により算定される率 

※２ 平成28年度より介護

予防・日常生活支援総合

事業を開始する場合は、

一イ（１）について、平

成27年度の予防給付費額

及び平成27年度介護予防

等事業費額の合算額に、



平成28年度から令和７年

度までの各年度における

75歳以上被保険者数変動

率を乗じるものとし、ロ

（１）について、平成27

年度の予防給付費額及び

平成27年度介護予防等事

業費額の合算額に、平成2

8年度から令和７年度ま

での各年度における75歳

以上被保険者数変動率を

乗じるものとする。 

※３ 平成29年度より介護

予防・日常生活支援総合

事業を開始する場合は、

一イ（１）について、平

成28年度の予防給付費額

及び平成28年度介護予防

等事業費額の合算額に、

平成29年度から令和７年

度までの各年度における

75歳以上被保険者数変動

率を乗じるものとし、ロ

（１）について、平成28

年度の予防給付費額及び

平成28年度介護予防等事

業費額の合算額に、平成2

9年度から令和７年度ま

での各年度における75歳

以上被保険者数変動率を

乗じるものとする。 

なお、市町村における総合

事業の円滑な実施に配慮し、

対象経費の支出予定額が基

準額を超える場合は、個別協

議を実施し、厚生労働大臣が



特に必要と認める場合に限

り、その額に置き換えること

ができる。 

包括的支援事

業（地域包括支

援センターの

運営）及び任意

事業 

平成 26 年度の包括的支援

事業及び任意事業の上限額

に当該市町村の 65 歳以上人

口の伸び（注）を乗じて得た

額とする。平成 28 年度以降

は前年度に算定した基準額

に当該市町村の 65 歳以上人

口の伸び（注）を乗じて得た

額とする（以下「原則の上限

額」という。）。 

なお、平成 29 年度におい

て、以下の(ア)と(イ)の両方

の取組を推進する市町村で、

上記の計算式に代えて次の

計算式により基準額（下記の

①と②の合計額。以下「特例

の上限額」という。）を算出

していた場合、引き続き、次

の計算式により基準額を算

出する。一部事務組合及び広

域連合においては、構成市町

村ごとに計算した額の合計

額を基準額とする。 

 

(ア) 少なくとも介護給付適

正化の主要５事業（介護保

険法施行規則等の一部を

改正する省令（令和６年厚

生労働省令第 13 号第１条

の規定による改正前の介

護保険法施行規則第 140条

の 62 の 12 第１号イからホ

に掲げる５事業をいう。）

包括的支援事業及び任意事

業に必要な報酬、給料、職

員手当等、共済費、賃金、

報償費、旅費、需用費、役

務費、委託料、使用料及び

賃借料、備品購入費、負担

金、補助金、扶助費 

１９．２５ 

／１００ 



を全て実施していること。 

(イ) 介護予防・日常生活支

援総合事業を実施してい

ること。 

※ 平成 26 年度の包括的支援

事業・任意事業の上限額が

12,500 千円未満の市町村

は(ア)の要件を満たさな

くても可。 

① 地域包括支援センターの

運営 

25,000 千円 に 当該市

町村の実施年度の前年度

の１０月１日における 65

歳以上人口を 4,500 で除し

た値を乗じた額 

※ ただし、この計算の結

果が 12,500 千円以下の

場合は 12,500 千円とす

る。 

② 任意事業の実施 

930 円に当該市町村の実

施年度の前年度の 10 月１

日おける 65 歳以上人口を

乗じて得た額 

なお、特例の上限額の範囲

内であれば、地域包括支援セ

ンターの運営に係る費用は

①により算出される額を超

えても差し支えない。一方、

任意事業の実施に係る費用

は、以下の(ａ)又は(ｂ)のい

ずれか高い金額を超えては

ならない。 

(ａ) ②により算出される

額 



 

(ｂ) ①及び②の合計額を

基準額として選択した

年度（＝移行年度）の前

年度の任意事業実績額

×当該市町村の 65 歳以

上人口の伸び率 

(注) 10 月１日時点の住民基

本台帳における 65 歳以上

人口の実施年度を除く直

近３か年の平均伸び率 

包括的支援事

業（社会保障充

実分） 

以下の①から④の算定式

の合計額を「標準額」とし、

これを基本として、各市町村

の実情に応じて算定した額

で厚生労働大臣が認める額

とする。 

なお、生活支援コーディネ

ーターを中心とした相談支

援連携体制構築事業、住民参

画・官民連携推進事業、就労

的活動支援コーディネータ

ー（就労的活動支援員）の配

置及び地域ケア会議につい

ては、現に実施されていない

ことがあり得るが、その場合

は、標準額に含めることはで

きない。 

① 実施要綱の別記３の１に

掲げる在宅医療・介護連携

推進事業 

・(a)及び(b)の合計額 

(a)1,058 千円 

(b)3,761 千円×地域包括

支援センター数（注） 

② 実施要綱の別記３の２に

 



掲げる生活支援体制整備

事業 

 

・生活支援コーディネーター

（地域支え合い推進員）の

配置及び協議体の設置 

・第１層（市町村圏域）

8,000 千円 

※ ただし、指定都市の場

合は、当該額に行政区の

数、一部事務組合及び広

域連合の場合は、当該額

に構成市町村の数を乗

じることとする。 

・第２層（日常生活圏域）

4,000千円× 日常生活圏

域数（法第 117 条第２項

第１号の区域をいう。以

下同じ。）の数 

※ 日常生活圏域が１つで

ある場合は、第２層は算

定できない。 

・生活支援コーディネーター

を中心とした相談支援連

携体制構築事業の実施

8,000 千円 

 ※ ただし、地域包括支援

センター以外に配置され

た生活支援コーディネー

ターが本事業の実施を担

う場合や、重層的支援体制

整備事業として実施する

場合には 4,000 千円とす

る。 

  また、指定都市並びに一

部事務組合及び広域連合



の場合は、以下の額により

算定することとする。 

 a 指定都市（重層的支援

体制整備事業を実施して

いない場合） 

以下(a)から(b)の合計額 

 (a)8,000千円 × 本事業を

実施する行政区の数（地域

包括支援センターに配置

された生活支援コーディ

ネーターが本事業の実施

を担う場合（以下「センタ

ーでの実施」という。）に

限る。） 

 (b)4,000千円 × 本事業を

実施する行政区の数（セン

ターでの実施を除く。） 

 b 指定都市（重層的支援体

制整備事業を実施してい

る場合） 

4,000 千円 × 本事業を実

施する行政区の数 

 c 一部事務組合及び広域連

合以下の(a)から(b)の合

計額 

(a)8,000千円 × 本事業を

実施する構成市町村の数

（重層的支援体制整備事

業として実施する場合を

除き、センターでの実施に

限る。） 

(b)4,000千円 × 本事業を

実施する構成市町村の数

（(a)の算定対象となる構

成市町村を除く。） 

・住民参画・官民連携推進事 



業の実施 4,000 千円 

※ ただし、指定都市の場合

は、当該額に行政区の数、 

一部事務組合及び広域連 

合の場合は、当該額に構 

成市町村の数を乗じるこ 

ととする。 

・就労的活動支援コーディネ

ーター（就労的活動支援

員）の配置 8,000 千円 

※ただし、指定都市の場合

は、当該額に行政区の数、

一部事務組合及び広域連

合の場合は、当該額に構成

市町村の数を乗じること

とする。 

③ 実施要綱の別記３の３に

掲げる認知症総合支援事

業 

・認知症初期集中支援事業

10,266 千円 

※ ただし、指定都市の場合

は、当該額に行政区の数、

一部事務組合及び広域連

合の場合は、当該額に構成

市町村の数を乗じること

とする。 

・認知症地域支援・ケア向上

事業 11,302 千円 

※ ただし、専任の認知症地

域支援推進員を配置する

場合は、16,389 千円とす

る。 

また、指定都市の場合は、

当該額に行政区の数、一

部事務組合及び広域連合



の場合は、当該額に構成

市町村の数を乗じること

とする。 

・認知症サポーター活動促進

・地域づくり促進事業 

 4,529 千円 

※ ただし、指定都市の場合

は、当該額に行政区の数、

一部事務組合及び広域連

合の場合は、当該額に構

成市町村の数を乗じるこ

ととする。 

④ 実施要綱の別記３の４に

掲げる地域ケア会議推進

事業 

・1,272 千円× 地域包括支援

センター数(注) 

(注) 法第 115条の 46第１項

に規定する地域包括支援

センターをいう。 

・居住支援連携加算 

300 千円 

実施要綱の別記２の３

（２）に定める地域ケア推

進会議に支援協議会の構

成員が参加するなど連携

体制が構築されている場

合に加算する。 

※ ただし、指定都市の場合

は、当該額に連携体制が構

築されている行政区の数、

一部事務組合及び広域連

合の場合は、当該額に連携

体制が構築されている構

成市町村の数を乗じるこ

ととする。 



 

 

（交付金の概算払） 

５ 知事は、この交付金について、必要があると認める場合においては、概算払いをする

ことができる。 

 

（交付の条件） 

６ この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

(1) 事業に要する経費の配分の変更はしてはならない。 

(2)  事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、速やかに知事の承認

を受けなければならない。 

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに知事の承認を受けなければなら

ない。 

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の機械、器具及び

その他の財産については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処

分制限期間」（平成 20 年厚生労働省告示第 384 号）（以下、「処分告示」という。）

に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この交付金の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

(6) 財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県

に納付させることがある。 

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな

らない。 

(8) 交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第１による調

書又は歳入歳出予算（見込）書抄本、歳入歳出決算（見込）書抄本等を作成するとと

もに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を

交付金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受

けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業

により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財

産の財産処分が完了する日、又は処分告示に定める期間を経過する日のいずれか遅い

日まで保管しておかなければならない。 

 

（申請手続） 

７ 市町村の長は、別紙様式第２を、関係書類とともに、別に定める日までに知事に提出

するものとする。 



 

 

（変更申請手続） 

８ この交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等

を行う場合には、市町村の長は、別紙様式第３を、関係書類とともに、別に定める日ま

でに知事に提出するものとする。 

 

（交付決定までの標準的期間） 

９ 知事は交付申請書が到着した日から起算して原則として１月以内に交付の決定を行

うものとする。 

 

（交付決定の通知） 

10 知事はこの交付金について、前条にかかる交付の決定を行ったときは、市町村の長に

対し、別紙様式第５又は別紙様式第６により、速やかに交付決定内容及びこれに付され

た条件の通知を行うものとする。 

 

（実績報告） 

11 市町村の長は、別紙様式第４を、関係書類とともに、別に定める日（６の(3)により

事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して

１月を経過した日）までに知事に提出するものとする。 

 

（交付金の額の確定の通知） 

12 この交付金について、交付額の確定を行ったときは、市町村の長に対し、別紙様式第

７により、速やかに確定の通知を行うものとする。 

 

（交付金の返還） 

13 知事は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付

金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について知事に返還する

ことを命ずる。 

 

（その他） 

14 特別の事情により４、７、８及び 11 に定める算定方法、手続によることができない

場合には、あらかじめ知事の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

 

15 本事業は、障害者総合支援制度の地域生活支援事業、子ども・子育て支援制度の地

域子育て支援拠点事業、健康増進事業などの地域づくりに資する事業について、事業

の効果、効率性や対象者の生活の質を高めるため、複数の事業を連携して一体的に実



施することができる。 

  その場合、一の事業の担当する職員が、他方の事業の対象者に対して支援を提供す

ることが可能であり、その際の費用について、本交付金へ計上する場合は、総費用を

市区町村内の高齢者数、障害者数、子どもの数などの割合に応じて按分するなど、合

理的な方法により按分すること。 

  なお、具体的な取扱いについては、「地域づくりに資する事業の一体的な実施につ

いて」（平成 29 年３月 31 日付け健健発 0331 第１号、雇児総発 0331 第４号、社援地

発 0331 第１号、障企発 0331 第１号、老振発 0331 第１号厚生労働省健康局健康課長、

雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局地域福祉課長、社会・援護局障害保健

福祉部企画課長、老健局振興課長通知）を参考とすること。 

 

16 重層的支援体制整備事業を実施する場合には、４に定めるとおり、重層的支援体制

整備事業に要する費用相当額と地域支援事業の実施に要する額を合算した額を、第１

欄に定める区分ごとに、第２欄に定める基準額と比較することにより上限額が管理さ

れることに留意すること。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

   附 則 



 この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から適用する。  

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 

 



別紙様式第２ 

第            号 

（元号）  年  月  日 

 

埼玉県知事 殿 

市 町 村 長 

広域連合代表        

組  合  長 

 

（元号）    年度埼玉県地域支援事業交付金の交付申請について 

 

  

標記について、次により交付金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。 

 

 

１ 交付金申請額                 金                    円 

内訳 介護予防・日常生活支援総合事業  金            円 

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

及び任意事業    金            円 

包括的支援事業（社会保障充実分） 金            円 

 

２ 添付書類（以下該当する様式のみを添付すること） 

 

全事業共通 

(１)  （元号）  年度埼玉県地域支援事業交付金所要額調（様式１） 

(２)  （元号）  年度任意事業実施計画書（様式２） 

(３)  （元号）  年度包括的支援事業（社会保障充実分）計画書（様式３） 

(４)  （元号）  年度歳入歳出予算書（見込書）抄本 

 

該当がある場合のみ 

（５） （元号）  年度介護予防・日常生活支援総合事業の上限額引き上げに係る事業実施  

計画書（様式１別添１） 

 

 



別紙様式第２様式１

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費
支出予定額

基準額 交付基本額 交付金所要額 備　　　考

Ａ B Ｃ（Ａ－Ｂ） D Ｅ Ｆ Ｇ

円 円 円 円 円 円 円

１　介護予防・日常生活支援総合事業

（１） 訪問型サービス（第１号訪問事業）

ア 従前相当サービス ①　総合事業

イ サービス・活動A

ウ サービス・活動B

エ サービス・活動C

オ サービス・活動D

カ　 その他

（２） 通所型サービス（第１号通所事業）

ア 従前相当サービス

イ サービス・活動A ①　総合事業

ウ サービス・活動B

エ サービス・活動C

オ その他

（３） その他生活支援サービス（第１号生活支援事業）

ア 栄養改善を目的とした配食

イ 定期的な安否確認及び緊急時の対応

ウ 訪問型サービスと通所型サービスを複合的に行う事業

エ その他

（４） 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 円

（５） 審査支払手数料 ⑤　総合事業調整交付金所要額

（６） 高額介護予防サービス費相当事業等 円

（７） 一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 一般介護予防事業評価事業

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

２　包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業

（１） 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 総額（①＋②＋③）

（２） 任意事業 円

ア 介護給付等費用適正化事業

イ 家族介護支援事業 円

ウ 法第115条の45第３項第３号に基づくその他の事業

円

４　包括的支援事業（社会保障充実分）

（１） 在宅医療・介護連携推進事業 円

（２） 生活支援体制整備事業

ア 生活支援コーディネーター・協議体

イ 住民参画・官民連携推進事業

ウ　生活支援コーディネーターを中心とした相談支援連携体制構築事業

エ 就労的活動支援コーディネーター

（３）　認知症総合支援事業

ア　生活支援コーディネーター・協議体認知症初期集中支援推進事業 保 険 者 名

イ 認知症地域支援・ケア向上事業 市区町村ｺｰﾄﾞ

ウ　就労的活動支援コーディネーター認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 都道府県名

（４） 地域ケア会議推進事業 都道府県ｺｰﾄﾞ

Ｃ・Ｄ

1

2

3

4

5

6

7

　

　重層的支援体制整備事業に要する費用相当額のうち、①地域介護予防活動支援事業費相当額は社会福祉法施行令第26条第１項の規定により算定した額、②地域包括支援センターの運営費相当額は社会福祉法施行令第26条第３項第１号の規定により算定した
額、③生活支援体制整備事業費相当額は社会福祉法施行令第26条第３項第２号の規定により算定した額を記入すること。

　Ｂ欄には、交付要綱４にいう寄付金その他の収入額（２（１）包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）については、指定介護予防支援等にかかる収入額を除く。）を記入すること。

　D欄には、交付要綱４にいう対象経費の実支出額（２（１）包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）については、交付要綱４イ（イ）の額）の予定額を記入すること。

　Ｅ欄には、交付要綱４に定める基準額を記入すること。

　Ｆ欄には、Ｃ欄、Ｄ欄及びＥ欄を比較して最も少ない額から重層的支援体制整備事業に要する費用相当額を控除した額を記入すること。

　Ｇ欄には、Ｆ欄の額に交付要綱４の第４欄に定める交付率を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること。）を記入すること。

（元号）　　年度埼玉県地域支援事業交付金所要額調

区　　　　　　　　分

上限設定の選択

②　包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）・任意事業

③　包括的支援事業（社会保障充実分）

個別協議の有無

②　包括的支援事業（社会保障充実分）

（注）

総合事業調整交付金

④　調整基準標準事業費額

重層的支援体制整備事業の実施有無

重層的支援体制整備事業に要する費用相当額

①　地域介護予防活動支援事業費相当額

②　地域包括支援センターの運営費相当額

③　生活支援体制整備事業費相当額

３　小　　　計（１＋２）

５  合         計（３＋４）   

　Ａ欄には、交付要綱４にいう総事業費（２（１）包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）については、交付要綱４イ（ウ）の「総事業費（指定介護予防支援等の業務にかかる経費を含み、総合相談支援事業の一部委託にかかる経費を除く。）から指定介護予防
支援等にかかる収入額を控除した額（当該額が０円を下回る場合は０円とする。）に総合相談支援事業の一部委託にかかる経費を加えた額」）を記入すること。



別紙様式第３ 

第          号 

（元号） 年 月  日 

埼玉県知事  殿  

 

                                   市 町 村 長 

                                   広域連合代表 

                                   組  合  長 

 

（元号）   年度埼玉県地域支援事業交付金の変更交付申請について 

  

 

 （元号）  年  月  日  厚発  第  号で交付決定を受けた標記交付金につい

ては、次により変更交付されるよう関係書類を添えて申請する。 

 

１ 今回追加交付（一部取消）申請額     金          円 

  内訳 交付金既交付決定額       金          円 

      変更後交付金所要額       金          円 

 

 
交付金既交付 

決定額（Ａ） 

変更後交付金 

所要額（Ｂ） 

今回追加交付（一部

取消）申請額 

（Ｂ）―（Ａ） 

地域支援事業交付金 円 円 円 

内 
 

訳 

介護予防・日常生活支援
総合事業    

包括的支援事業（地域包
括支援センターの運営） 

及び任意事業 
   

包括的支援事業 
（社会保障充実分）    

 

２ 変更を必要とする理由 

 

３ 変更に要する諸様式については、申請手続の様式に準ずる。 

 

 
 保 険 者 名  

都道府県ｺｰﾄﾞ 市区町村ｺｰﾄﾞ Ｃ・Ｄ 

      

 
 



別紙様式第４ 

第           号 

（元号）  年  月  日 

 

埼玉県知事  殿 

 

                                   市 町 村 長 

                                   広域連合代表 

                                   組  合  長 

 

 

（元号）   年度埼玉県地域支援事業交付金の事業実績報告について 

 

 

 （元号）  年  月  日  厚発  第  号で交付決定を受けた標記交付金に係る事業

実績について、次の関係書類を添えて報告する。 

 

（添付書類） 

全事業共通 

１ （元号）  年度埼玉県地域支援事業交付金精算書（様式１） 

２ （元号）  年度任意事業実施報告書（様式２） 

３ （元号）  年度包括的支援事業（社会保障充実分）実施報告書（様式３） 

４ （元号）  年度歳入歳出決算（見込）書抄本 

 （内訳として、支給実績内訳書（円単位、任意様式）等を添付すること。） 

 

該当がある場合のみ 

５ （元号）  年度介護予防・日常生活支援総合事業の上限額引き上げに係る事業実施  

報告書（様式１別添１） 

 

 

 保 険 者 名  

都道府県ｺｰﾄﾞ 市区町村ｺｰﾄﾞ Ｃ・Ｄ 

      

 



別紙様式第４様式１

総事業費
寄付金その他

の収入額
差引額

対象経費
実支出額

基準額 交付基本額 交付金所要額
交付金

交付決定額
交付金

受入済額
備　　　考

Ａ B Ｃ（Ａ－Ｂ） D Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ 超過額　　　　Ｊ 不足額　　　　Ｋ

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１　介護予防・日常生活支援総合事業

（１） 訪問型サービス（第１号訪問事業）

ア 従前相当サービス

イ サービス・活動A

ウ サービス・活動B

エ サービス・活動C

オ サービス・活動D

カ　 その他

（２） 通所型サービス（第１号通所事業）

ア 従前相当サービス

イ サービス・活動A

ウ サービス・活動B

エ サービス・活動C

オ その他

（３） その他生活支援サービス（第１号生活支援事業）

ア 栄養改善を目的とした配食

イ 定期的な安否確認及び緊急時の対応

ウ 訪問型サービスと通所型サービスを複合的に行う事業

エ その他

（４） 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）

（５） 審査支払手数料

（６） 高額介護予防サービス費相当事業等

（７） 一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 一般介護予防事業評価事業

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

２　包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業

（１） 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）

（２） 任意事業

ア 介護給付等費用適正化事業

イ 家族介護支援事業

ウ　その他の事業法第115条の45第３項第３号に基づくその他の事業

４　包括的支援事業（社会保障充実分）

（１） 在宅医療・介護連携推進事業

（２） 生活支援体制整備事業

ア 生活支援コーディネーター・協議体

イ 住民参画・官民連携推進事業

ウ　生活支援コーディネーターを中心とした相談支援連携体制構築事業

エ 就労的活動支援コーディネーター

（３） 　認知症総合支援事業

ア 認知症初期集中支援推進事業

イ 認知症地域支援・ケア向上事業

ウ 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業

（４） 地域ケア会議推進事業

1 保 険 者 名

①　総合事業 都道府県ｺｰﾄﾞ

市区町村ｺｰﾄﾞ

2 Ｃ・Ｄ

3

4

5 総額（①＋②＋③）

6 円

7

8 円

　 円

　 ②　総合事業調整交付金所要額 円

円

円

　Ｆ欄には、Ｃ欄、Ｄ欄及びＥ欄を比較して最も少ない額から、重層的支援体制整備事業に要する費用相当額を控除した額を記入すること。

　Ｇ欄には、Ｆ欄の額に交付要綱４の第４欄に定める交付率を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること。）を記入すること。

　H欄及びI欄には、重層的支援体制整備事業に要する費用相当額を含めない。

　重層的支援体制整備事業に要する費用相当額のうち、①地域介護予防活動支援事業費相当額は社会福祉法施行令第26条第１項の規定により算定した額、②地域包括支援
センターの運営費相当額は社会福祉法施行令第26条第３項第１号の規定により算定した額、③生活支援体制整備事業費相当額は社会福祉法施行令第26条第３項第２号の規
定により算定した額を記入すること。

②　地域包括支援センターの運営費相当額

③　生活支援体制整備事業費相当額

総合事業調整交付金 重層的支援体制整備事業の実施有無 ①　地域介護予防活動支援事業費相当額

①　調整基準標準事業費額

重層的支援体制整備事業に要する費用相当額

５  合         計（３＋４）   

上限設定の選択 個別協議の有無

①　総合事業

②　包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）・任意事業 ②　包括的支援事業（社会保障充実分）

③　包括的支援事業（社会保障充実分）

（注）

　Ａ欄には、交付要綱４にいう総事業費（２（１）包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）については、交付要綱４イ（ウ）の「総事業費（指定介護予防支援等の業務にかか
る経費を含み、総合相談支援事業の一部委託にかかる経費を除く。）から指定介護予防支援等にかかる収入額を控除した額（当該額が０円を下回る場合は０円とする。）に総合
相談支援事業の一部委託にかかる経費を加えた額」）を記入すること。

　Ｂ欄には、交付要綱４にいう寄付金その他の収入額（２（１）包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）については、指定介護予防支援等にかかる収入額を除く。）を記入すること。

　D欄には、交付要綱４にいう対象経費の実支出額（２（１）包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）については、交付要綱４イ（イ）の額）を記入すること。

　Ｅ欄には、交付要綱４に定める基準額を記入すること。

(元号）　年度埼玉県地域支援事業交付金精算書

区　　　　　　　　分
差引過不足額

Ｉ－Ｇ

３　小　　　計（１＋２）



別紙様式第５ 

番    号 

 

（元号）    年度埼玉県地域支援事業交付金交付決定通知書 

 

                             （市町村名） 

 

（元号）  年  月  日  第  号で申請のあった介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第１２３条第３項及び第４項に基づく（元号）  年度埼玉県地域支援事業交付金については、

次のとおり交付する。 

 

 

（元号）  年  月  日 

                                 埼玉県知事   氏   名       

 

 

 

１ 交付金の対象となる事業（以下「事業」という。）は、（元号）○○年○月○○日第○○号

通知の別紙「埼玉県地域支援事業交付金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）の３に定

める事業であり、その内容は、 

 （元号） 年 月 日第  号   申請書記載のとおり 

                                    である。 

  ２のとおり 

２ 交付金の額は、次のとおりである。 

交付金の額 金      円 

内訳 介護予防・日常生活支援総合事業 金  円 

包括的支援事業（地域包括支援センターの

運営） 

及び任意事業 

金  円 

包括的支援事業（社会保障充実分） 金  円 

３ この交付金は交付要綱の６に掲げる事項を条件として交付するものである。 

４ この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における規則第８条第１項の規定に

よる申請の取下げをすることができる期限は、（元号）  年  月  日とする。 



別紙様式第６ 

番    号 

 

   （元号）   年度埼玉県地域支援事業交付金変更交付決定通知書 

 

                             （市町村名） 

 

（元号）  年  月  日第  号で交付決定された（元号）   年度埼玉県地域支援

事業交付金について内容の一部を次のとおり変更することに決定されたので通知す

る。 

 

（元号） 年 月 日 

                              埼玉県知事   氏   名       

  

 

１ 交付金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、（元号）○○年○月○

○日第○○号通知の別紙「埼玉県地域支援事業交付金交付要綱」の３に定める事

業であり、その内容は 

    （元号） 年 月 日第  号申請書記載のとおり 

                                     である。 

    ２のとおり 

２ 交付金の額は、次のとおりである。 

 交付金の額 内今回増加(減少)額 

合計 金            円 金         円 

内

訳 

介護予防・日常生活支援総合事業 金            円 金         円 

包括的支援事業（地域包括支援セ

ンターの運営）及び任意事業 

 

金            円 

 

金         円 

包括的支援事業（社会保障充実分） 金            円 金         円 

３ この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における規則第８条第１項の

規定による申請の取下げをすることができる期限は、（元号）  年  月  日とす

る。 



別紙様式第７ 

番    号 

 

（元号）   年度埼玉県地域支援事業交付金交付額確定通知書 

 

 

                             （市町村名） 

 

 

（元号）   年度埼玉県地域支援事業交付金については、（元号）  年  月  日  

第  号事業実績報告に基づき、別表のとおり確定する。 

なお、確定の結果不足となる金額については、別表のとおり追加交付することとし、

また、超過交付となった金額については、補助金等の交付手続等に関する規則（昭

和４０年埼玉県規則第１５号）第１７条第２項の規定により、（元号）  年  月  

日までに返還することを命ずるので併せて通知する。 

 

 

（元号）  年  月  日 

                              埼玉県知事   氏   名     

 

 

（別表）元号   年度埼玉県地域支援事業交付金交付額確定内訳書 

 確定額 追加交付額 返還を要する額 

埼玉県地域支援事業交付金 円 円 円 

内 

訳 

介護予防・日常生活支援総

合事業 
円 円 円 

包括的支援事業（地域包

括支援センターの運営）及

び任意事業 

円 円 円 

包括的支援事業（社会保

障充実分） 
円 円 円 

 


